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三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
八
卷
第
四
號

ア
ゥ
グ
ス
.ブ
ル
ダ
で
は
、
全
人
ロ
の
六
十
六
％
が
無
產
者
で
あ
っ
た
。

一 

五
一
一
年
の
エ
ル
フ
ル
ト
で
.は
、
無
產
者
が
全
體
•の
十
五
.％
、
ニ
.十
五
グ 

ル
デ
ン
ま
で
の
.財
產
を
持
っ
者
が
五
十
四
％
で
あ
っ
た
.。
ま

た
十
五
世
紀 

末
に
ハ
ン
ブ
ル
ダ
re
.は
、
全
人
ロ
の
五
分
の
一
が
完
全
な
無
產
者
で
あ
り
、
 

同
.じ

時

期

の

ミ

ュ
ゾ

ヒ
ェ
ン
で
は

、

無
鹰
者
が
全
體
の
五
十
九
%
に
も
達 

し
て
い
た
程
で
、
諸
都
市
に
お
け
る
下
層
階
級
の
急
速
な
膨
膨
は
、
黑
.死 

病
時
代
を
通
.ず
る
特
徴
的
な
現
象
の
二
っ
で
あ
っ
：た
の
で
あ
る
。
■

三 

、

ヶ
ル
タ
ー
敎
授
の
所
說
を
、
以
上
に
お
い
て
要
約
し
た
。
敎
授
は
、
農 

業
危
機
を
.め
ぐ
る
間
題

か

ら

出

發

し

、
：
ア
ー
べ
ル
、

ル

.ュ
ト
ゲ
の

兩
敎
授 

に
お
い
て
も
看
過
さ
れ
て
い
た
農
業
危
機
の
持
續
の
問
題
に
觸
れ
、

十
四 

.

.五
世
紀
を
通
じ
農
業
が
絕
え
ず
危
機
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な 

か
っ
た
と
主
張
し
.て
い
た
。
ま
た
農
業
勞
働
者
の
經
濟
狀
態
に
っ
い
て 

は
、
通
說
と
違
い
、
勞
働
者
黄
金
時
代
と
い
ぅ

表
現
が
農
業
勞
働
者
に
關
，
 

す
る
限
り
妥
當
し
な
い
こ
>-
-
を

强

調

し

.

.
た

0

そ
の
ほ
か
‘、
0
死
病
期
F

お 

け
る
.都
市
經
濟
を
扱
ら
：た

部

分

に

も

、
未

唆

に

富

.む
點
が
多
い
。
研
究
史 

上
の
一
っ
の
盲
點
ど
さ
れ
て
い
た
十
四
.
五
世
紀
の
諸
問
題
.に
對
し
、
興
- 

敢
な
挑
戰
を
試
み
た
敎
授
.の
態
度
は
、
正
に
意
欲
的
.で
あ
っ
た
と
い
ぅ
ほ 

か
な
い
。 

.

(

漉
邊
.
國
廣)

.

:
T

ア
メ
リ
カ
自
由
放
フ
仟
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の
發
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p
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K
o
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t
h
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)
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J
"
i
r
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0
^
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S
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p
p
l
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n
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1
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- 

•

i

ワ
シ
ン
ト
ン
時
代
の

I

般
的
考
察

，
合
衆
國
の
初
期
に
重
耍
な
役
割
を
果
し
た
自
由
放
任
主
義
は
、
體
系
的 

\
敎
義
的

.
哲
學
的
で
は

.な
く
實
際
的
な
性
格
を
も
ち
、
同
時
代
の
ョ 

,

—

 
ロ
ッ
パ
の
經
濟
學
者
の
影
響
を
殆
ん
ど
受
け
ず
、
ア
メ
リ
ヵ
の
諸
條
件 

の
中
か
ら
成
長
し
、
其
に
適
合
す
.る
土
着
の
理
論
で
あ
る
。
之
に
ほ
少
く 

と
も
四
っ
の
自
由
が
あ
り
、：
異
っ
た
時
期
に
.、
.異
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
唱 

へ
ら
れ
た
。
卽
ち
㈠
國
際
貿
易
の
自
由
、
㈡
國
內
市
場
の
自
由
、
㈢
職
業 

選
擇
の
&
由
、
H
投
機
の
自
由
で
あ
る
。
今
少
し
く
之
を
詳
言
す
れ
ば
、• 

H
は
•ジ
ェ
フ
ア

I
ス
ン

、

ジ
ョ
ン
V
テ
イ
ラ
ー

及
び
ジ
ョ
I
ジ

，
ロ
ー
ガ 

.ン
等
の
農
業
指
導
者
に
よ
っ
て
：唱
へ
ら
れ
、
舊
植
民
地
制
內
部
に
於
て
定 

め
ら
れ
た
ア
メ
リ
ヵ
め
役
割
を
以
て
滿
足
し
、，
外
國
工
業
製
品
と
交
換
に 

餘
剩
農
產
物
を
賣
却
す
る「

受
動
的
.！外
國
賀
易
.の
自
由
で
あ
り
、i

昏

_

 

/
p
a
s
a
e
r

と
呼
ば
る
ベ
き
も
の
で
あ
る
。
吕
は
ペ
ラ
タ
イ
ア
•
ウ
ェ
ブ
ス 

タ
ー
を
主
唱
者
と
す
る
商
入
；に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
國
內
市
場
へ
の
干
渉 

..

•か
ら
の
自
.由
で
あ
る
。
獨
立
戰
帶
中
の
物
價
統
制
法
、

一
七
八
〇
年
代
の 

紙
幣
派
、
市
場
機
構
へ
の
：一
切
の
干
渉
に
對
し
て
反
對
し
、
生
產
と
分
配 

を
最
も
よ
く
規
制
す
る
力
は
：fHee

 

a
n
d

 

o
p
e
n

 

m
a
r
k
e
t

ご

に
あ 

る
.と
す
1
°
.
即
ち
本
來
の
；意
味
.で
の.laissez' faire

 

.で
あ
る
。
^
は 

職
人
.
製
造
業
者
に
よ
り
，主
張
さ
れ
、
そ
の
代
辯
者
は
著
名
な
保
護
主
義 

者
テ
ン
チ
‘
コ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
職
業
選
擇
め
自
由
、
才
能
ハ
と
勤
勉
の
果 

實
々
享
受
は
、
®
傭
を
保
證
し
、障
碍
に
阻
ま
れ
て
ゐ
る
若
い
.職
人
の
渡
來 

を
獎
勵
す
る
と
.と
も
に
、機
會
の
均
等
、
限
嗣
相
續
制
へ
の
反
對
、
社
會
民 

主
主
義
へ
の
要
求
と
密
接
に
結
び
っ
く
。
端
的
に
沄
へ
ば
ぎ

證

trp 

v
a
i
l
l
e
r

で
あ
る
。
H
は
投
機
、
拔
H
な
い
投
資
、
騰
貴
を
見
越
し
て
の 

財
產
所
有
の
自
由
で
'あ
ゐ
。
卽
ち
貨
幣
も
商
ロ I

な
る
故
政
府
公
債
及
び
#

社
株
式
へ
の
投
資
も
名
眷
あ
る
商
業
形
態
で
あ
る
と
し
广
按
資
の
自
由
に 

役
立
っ
市
場
機
權
こ
そ
國
の
富
源
を
.'最
も
善
く
利
用
す
る
も
の
だ
.と
す 

る
。

(

投
機
に
對
す
る
，反
對
運
動
は
投
資
自
體
に
對
す
る
批
判
と
い
ふ
よ 

り
は
寧
ろ
，有
產
階
級
に
對
す
る
重
農
.主
義
的
不
信
で
ぁ
る
。)

卽
ち
金
融
業 

者
の
自
由laissez p

l
a
c
e
r

で
あ
.る
。
 

*

之
等
四
種
の
自
由
は
夫
々
農
業
家〔

プ
.ラ
シ
タ
I〕

♦
商

人

•
製
造
業 

者
及
び
金
融
業
者
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
。
而
し
て
之
等
の
自
由
の
主
張
者 

は
或
種
の
千
涉
の
主
張
者
で
も
ぁ
っ
た
。
卽
ち
農
業
家
が
政
府
の
援
助
を 

耍
請
し
、
農
產
物
へ
，の
關
税
を
關
税
計
畫
に
包
含
す
る
樣
耍
望
し
、
更
に
.
 

又
州
立
法
部
に
對
しpublic l

o
a
n

 

o

f
 

W
.

を
通
じ
て
農
業
信
用
を
授 

與
し
て
ほ
し
い
と
說
得
す
る
等
。
又
商
人
が
通
商
條
約•

航
海
法
•
差
別 

的
ト
ン
說
及
び
検
査
法
を
勸
吿
し
製
造
業
者
の
要
求
と
も
密
接
な
關
保
を 

も
っ
關
稅
獎
勵
金
•
特
許
權
其
他
を
主
張
す
る
等
々
の
如
く
で
ぁ
る
。

彼
等
は
自
己
の
利
益
を
最
も
よ
く
擁
護
す
る
干
^
形
態
を
主
張
し
た
。
 

そ
し
て
之
等
の
主
張
は
經
濟
的
國
民
主
霧
な
る
基
調
に
於
て
妥
協
し
.
 

た
。
保
護
政
策
は
關
税
法
と
な
り
、
慎
格
.
.契
約
•
職
業
選
擇
叉
は
投
機 

活
動
に
對
す
る
何
等
の
重
獎
な
干
渉
も
行
は
れ
な
か
っ
.た
。
四
種
の
中
後 

三
者
は
聯
邦
政
府
よ
り
は
，州
の
活
動
に
依
っ
て
ゐ
た
.の
で
、
そ
の
發
展
の 

詳
細
は
州
別
に
扱
ふ
を
可
と
す
る
。

! 

(

フ
レ
デ
リ
ッ
ク• 

K 

.ヘ
ン
リ
ッ
チ)

二
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
に
お
け
る
レ
セ
.
フH

ア
思
想

i

七
九0

——
1

八
八0

年

十
九
世
紀
の
ァ
メ
リ
ヵ
就
中
マ
サ
チ
ユ
'セ
ッ
ッ
の
經
濟
思
想
に
於
け
る 

レ
セ
.
.フ
f-
ナ
思
想
の
存
在
は
殆
ん
ど
通
說
と
な
つ
て
ゐ
る
が
、
-
マ
サ
チ 

ュ
セ
ッ
ッ
に
關
す
る
限
り
之
は
全
く
誤
謬
で
ぁ
る
。

故
に
本
論
の
目
的 

も
、
レ
セ
•
フ
ユ
ァ
の
發
展
よ
り
■寧
ろ
そ
の
缺
如
を
論
ぜ
ん
と
す
る
に
あ

#
評

及

び

箱

介

.

.

る

.0
促
し
こ
、
に
請
.ふ
レ
‘セ•

フ
ユ
ア
と
は
政
府
が
經
濟
に
干
渉
し
干
與 

.す
る
の
を
禁
じ
、
生
命

.
財
產
の
保
護
と
.い
ふ
#
察
的
職
能
に
そ
の
役
刺 

を
限
定
す
る
を
！

K

ふ
b
:マ
サ
チ
ユ
セ
，ノ
ッ
で
は
ス
ミ
■ス
や
セ

イ

の
著

-#
は 

廣
く
讀
ま
れ
、
マ
シ
チ
エ
，
ス
タ
ー
學
派
と

密
接
な
關
#
を
も

つ
て

.ゐ

る
が
、
 

そ
の
本
質
は
決
し
，̂
採
用
さ
れ
な
か
.っ
た
。

最
も
有
力
な
階
級
た
る
商
人
は
：

.一
八1

一
0
年
代
迄
は
、.政
府
の
援
助
を 

受
け
ん
と
し
た
。

.胃
險
的
企
業
に
對
す
る

'獎
勵
金
、
彼
等
の
投
資
對
象
た 

る
和
雜
歡
紀

.
橋
梁

•運
河
に
對
个
る
獨
占
權
.，彼
等
の
輸
出
市
場
を
保 

證
す
る

•爲
の
歡
齡
紀
を
熱
望
し

.て
受
容
ら
れ

.
0併
し
彼
等
の
'初
期
の
保
護 

主
義
に
對
す
る
不
信
は
紀

I
的
な
も
の
で
は
な
く
、
利
益
と
不
利
益
を
秤 

量
し
た

.上
で
の
態
度
で
あ
っ
た
。
例
へ
ば

.ボ
ス
ト
ン
は
一
八
三

0
年
代
に 

は
そ
の
後
背
地
の
故
に
、
南
部

.西
部
に

.ょ
る
二
ユ
ー

•
ョ
ー
ク
、■

フ
イ 

ラ
デ

.ル
フ
イ
ア
及
ぴ
ボ
ル
テ
イ
モ
ア
と
の
競
爭
に
不
利
で
あ
り
、
三
角
貿 

易
に
依
存
し
、
貿
易
差
額
を
問
題
と
し
、
保
，護
關
税
に
賛
成
し
た
。
又
貨 

易
の
正
常
の
過
程
に
於
け
る
正
貨
の
輸
出
者
と
し
て
は
健
全
通
貨
•
銀
行 

券
の
價
値
安
定
及
び
银
行
業
務
の
規
制
を
、
.商
人
と
し
て
は
海
港
と
內
陸 

市
場
と
の
間
の
交
通
の
改
善
を
要
望
し
、
補
助
と
獨
占
を
國
に
求
め
た
。

一
九
世
紀
半
ば
に
は
商
人
は
二
ユ
.
丨

.

イ

ン

グ

ラ

ン

ド

の

工
業
資
本 

small manufacturers and p©tty..industri

solisi:w 
と
■同

盟

し 

た
.が
、

一
八
五
七
年
の
恐
慌
を
境
に
製
造
業
者
は
ボ
ス
ト
ン
商
人
の
金
融
■
 

的
支
配
を
脫
し
て
行
き
、
.十
時
間
勞
働
や
契
.：約
權
を
め
ぐ
づ
て
政
府
の
.
 

援
助
を
求
め
た
。

ョ
ー
マ
ン
農
民
.は
銀
行
規
制
ゃ
獨
占
權
赋
與
等
に
反
對 

し
て
ゐ
る
が
、
農
業
獎
勵
の
爲
め
獎
勵
金
•
敎
育
其
他
の
方
法
を
、
更
に 

叉
彼
等
の
利
益
で
あ
る
限
り
に
於
て
內
部
改
善
を
求
め
て
ゐ
る
。
新
に
プ 

口
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
な
っ
た
職
人
•■
手
工
業
者
は
獨
占
に
ば
反
對
し
た 

が
、
.十
時
間
法
の
通
過
と
移
民
の
制
限
.を
政
府
に
求
め
た
。
南
北
戰
举
前 

.ニ 

0年
間
の
ヒ
ユー

マー
一
ス
テ
イ
"ッ
ク
な

改
革
運
動
も
然
り
で

あ
る
。
併 

し
一
八
八
0
年
以
後
.に
は
國
家
の
干
渉
は
最
早
無
用
と
な
り
障
碍
と
な
っ

.

‘
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.
三
田
學
會
雜
誌

.
第
.四
十
八
畚
第
四
號

た
ひ
庫
業
資
本
の
展
開
に
ょ
り
レ
セ

.
フ
ェ
ァ
ば
こ
、
に
新
.な
脚
光
を
浴 

を
浴
び
て

.登
場
す
る
事
と
な
っ
た
。

T

方
經
濟
學
も
實
務
家
の
手
か
ら
專 

門
家
の
手
に
移
り

1-
*
fe
濟
學
も
地
方
的
^

害
を
代
辯
す
る

事
な
く

ァ

ヵ

デ 

ミ
ッ
ク
と
な
り
經
濟
學

>
ら
政
治
的
驳
素

_を
.失
，っ
て
行
っ
た
。
適
者
.生
存 

の
.理
論
や
限
界
效
用
學
說
も
こ

、
に
そ
の

場
を
見
出
す
樣
に
な
っ
た
。

こ
.

の
間
の
#
情
は

マ

サ

チ
ユ
セ
ッ
ッ
の
典
塑
的
經
濟
學
者
フ
ラ

ゾ

シ
ス

♦

バ 

ゥ
ェ
ン

.(Francis w
o
w
e
n
y

の
著
作
の
中
に
見
出
し
得
る
。
彼
は
古 

典
學
派
の

_
然
的
秩
序
と
攝
理
觀
と
私
利

=

公
益
論
を
認
め
る
が
、
こ
の 

國
の
歷
史
的
特
蛛
性
に
卽
し
た
理
論
を
建
設
せ
ん
と
す
る
。
卽
ち
實
際
私 

.利
と
公
益
ば
同
義
で
は
な
く
、
國
家
の
干
渉
も
時
に
必
要
で
あ
る
。
レ
セ 

.
フH

ァ
は
ィ

.ギ
リ
ス
の
事
情
に
卽
し
た
も
の
で
、
合
衆
國
に
於
て
は
變 

更
を
驳
す
る
と
。
然
ら
ば
ァ
メ
リ
ヵ

•の
■特
殊
性
と
は
何
か
。
ギ
ル
ド
的

.

• 

莊
園
的
制
限
の
移
植
は
成
功
せ
ず
、
航

ir
條
例
は
獨
立
戰
爭
に
ょ
り
打
破 

さ
れ
、
長
子
相
績
制

•

限
嗣
相
續
制
及
び
免
役
地
代
は
同
じ
く
駿
止
さ
れ 

た
事
、
邊
境
の
存
在
と
植
民
地
の
缺
如
、
最
後
に
.國
家
の
相
對
的
新
し
さ 

と
經
濟
發
展
の

•比
較
的
急
速
な
事
等
々
は
レ
セ
•.フ
ニ
ァ
を
し
て
合
衆
國 

に
發
展
せ
し
め
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の
ァ
メ
リ
ヵ
經
濟
政 

策
に
於
穴
問
題
は
國
家
の
役
割
の
有
無
で
は
な
く
、

.そ
の
役
割

.の
性
格
、
 

ど
ん
な
機
關
が
典
を
果
し
た
か
、
誰
が
其
を
支
配
し
た
か
、
誰
の
利
益
の 

爲
か
と
い
ふ
事
で
あ
る
。 

(

オ
ス
力ー 

•ハ
ン
ド
リ
ン

)

三

ぺ

ン

シ

ル

ヴ

at
ニ
ア
に
於
け
るレ
セ.

フH

ア
思
想
.

1

七
七
六——

I

八
六0

年

本
論
は
獨
立
.戰
爭
か
ら
南
北
戰
爭
に至る

時
期
に
於
て

國
家
の

經
濟
生 

活
に
對
す
る

關
與
に
反
對

す
る

レ
セ
：

フ
ユ

ァ
思
想
の
發
展
を
分
析
せ

ん 

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

自
然
法
理
論
と
重
商
主
義
は
、
啻
に
政
治
的
の
み 

な
ら
ず
經
濟
的
な
意
味
に

於
て
も

獨
立
の
觀
念
を
喑
默
の
裡
に
含
む
。
獨 

立
後
の
ベ
ン
シ
ル
ヴ

4 

ニ
ァ
に
於
て
は
人
權
思
想
の
外
、
利
潤
制
限

•

_

穴

八

.

(

三
三
六)

價
格
安
定

•
商
人
<
獨
占
の
禁
止
及
び
，製
造
業
へ
の
獎
勵
の
形
を
と
っ
て 

表
れ
た
。

ァ
メ
リ
ヵ
に
於
け
る
自
然
法
の
觀
念
は
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
及 

び
ア
ダ
ム
•
ス
ミ
ス
の
理
論
と
結
び
つ
い
て
ゐ
る
o 

B 

•

フ
ラ
ン
ク
リ
ン 

や
尸
.
ゥ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
如
き
自
由
論
者
の
考
へ
方
は
ベ
ン
シ
ル
ヴ
ヱ
ニ 

ァ
で
は
殆
ん
ど
影
響
を
與
ヘ
ず
、
獨
立
後
も
政
府
は
特
許
を
授
與
し
自
ら 

企
業
家
と
し
て
投
資
し
或
は
公
立
工
場
を
設
立
す
る
丈
で
な
く
、
更
に
經 

濟
生
活
を
統
制
'す
•る
が
如
き
動
き
を
示
し
た
。
併
し
本
論
■で
は
寧
ろ
か
、 

る
動
向
へ
の
反
對
論
を
政
府
の
行
動
原
理
と
關
係
さ
せ
っ
\
理
解
せ
ん
と 

す
る
。

何
れ
の
州(

邦)

.

も
契
約
上
の
義
務
を
害
ふ
樣
な
法
律
を
制
定
出
來
ぬ 

と
の
合
衆
國
憲
法
の
條
項
を
最
高
裁
判
所
が
擴
張
解
釋
し
た
後
、
ぺ
ン
シ 

ル
ヴH

ュ
ァ
裁
判
所
は
之
を
國
家
の
經
濟
へ
の
干
渉
を
排
除
す
る
爲
に
利 

用
し
た
。
こ
、
に
も
自
然
法
.
自
然
權
理
論
.が
現
れ
、
獨
立
戰
爭
中
の
統 

制
立
法
や
特
權
は
無
效
に
さ
れ
た
。
こ
の
自
然
觀
念
は
勞
働
階
級
や
民
主 

黨
の
主
張
す
る
個
人
へ
の
獨
占.

特
權
賦
與
反
對
'に
も
現
れ
て
ゐ
る
。
併 

し
均
し
く
自
.然
法
と1

K

っ
て
も
、
' 現
れ
っ
、
あ
る
大
資
本
蓄
積
の
要
求
に 

基
く
其
と
、
個
人
的
•
小
規
摸
企
業
の
ョ
リ
古
い
段
階
の
其
と
は
相
異
す 

る
。
卽
ち
規
制
力
の
攻
擊
と
特
許
赋
與
力
の
其
と
の
差
で
あ
る
。
州
の
不 

況
時
に
失
業
緩
和
の
爲
に
公
企
業
に
支
出
を
增
大
す
る
事
の
可
否
は
政

府
 

の
權
限
の
問
題
と
し
て
殆
ん
ど
論
ぜ
ら
れ
ず
、
又
州
が
企
業
に
特
許
を
與 

へ
、
商
品
を
検
査
し
、
工
場
を
規
^J
し
、
兒
童
勞
働
を
制
限
す
る
等
は
當 

然
の
事
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。

.

一
八
五
0
年
代
に
は
ベ
ン
シ
ル
ヴK 

,1

ァ
經
濟
の
中
心
は
商
業
.
農
業 

か
ら
鑛
工
業
に
移
っ
た
。
そ
れ
故
實
業
は
賤
し
い
も
の
で
な
く
、
貨
幣
獲
，
 

得
は
宗
敎
的
義
務
で
あ
り
、
何
人
も
そ
の
欲
望
に
ょ
っ
て
致
富
へ
の
努
力 

を
制
限
す
る
道
德
的
理
由
は
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
に
至
づ
た
。
實
業
及
び 

實
業
家
が
高
く
評
價
さ
れ
る
に
っ
れ
て
政
府
に
對
す
る
其
は
逆
の
方
向
を 

迎
っ
た
。
公
企
業
の
運
營
に
對
す
る
批
判
及
び
そ
の
民
間
へ
の
拂
下
を
め

ぐ
る
論
爭
を
見
ょ
。
民
間
へ
の
拂
下
は
官
營
の
能
率
の
惡
さ
と
い
ふ
ょ
り 

私
的
資
本
が
其
を
購
入
し
て
有
利
.に
改
善
出
來
る
狀
態
に
あ
る
と
い
ふ
事 

實
に
基
，づ
く
。
官
營
事
集
に
對
す
る
攻
擊
は
經
濟
的
發
屁
の
反
映
，で
あ 

り
、
.株
式
配
當
金
へ
の
課
税
や
其
他
の
制
限
的
手
段
に
對
す
る
集
中
攻
擊
.
 

と
な
っ
て
表
れ
た
。
か
、
る
傾
向
は
ぺ
ン
シ
ル
ヴ
ュ
ニ
ァ
の
思
想
に
於
て 

の
み
重
要
な
要
因
と
し
て
現
れ
た
が
、
そ
の
本
格
的
展
開
は
南
北
戰
爭
後 

に
求
む
べ
き
で
あ
ら
ぅ
。 

(

ル
イK 
•
ハ
ー
ツ)

四
ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
於
け
る
レ
セ
•
フ

テ

アI

七
三
ニ
丨一

八
六
0
年

中
世
的
土
地
制
度
下
の
小
農
の
上
に
設
立
さ
れ
た
ジ
ョ
ー
ジ
ァ
は
、
そ
.' 

の
當
初
の
設
立
目
的
に
反
し
、
木
材
製
品
•
家
畜

•
米

•
藍
の
生
產
.に
適 

す
る
事
が
明
と
な
っ
た
が
、
そ
の
.爲
に
は
廉
價
な
勞
働
力
.
相
當
量
の
資 

本
及
び
大
規
模
な
.土
地
保
有
を
必
要
と
し
た
。
植
民
者
と
受
託
者
の
間
に
'
 

こ
の
點
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
^
が
あ
.っ
た
が
、
結
局
前
者
の
要
求
が
認
め
,
 

ら
れ
、
間
も
な
く
王
領
と
な
っ
た
。
M-
r
獨
立
戰
爭
直
前
の
王
室
と
の
紙 

幣
發
行
を
.め
ぐ
る
爭
其
他
の
事
情
を
通
じ
て
、
商
業
は
經
濟
生
活
の
重
要
’
 

な
役
割
を
占
め
.て
ゐ
て
、
廣
汎
な
.自
由
を
認
め
ら
る
べ
き
事
、
農
業
其
他 

の
庳
業
は
、
勞
働

.
資
本
及
び
商
品
の
市
場
'の
差
迫
ら
た
事
情
に
對
應
す 

ベ
く
自
由
で
あ
る
べ
き
事
、
政
府
の
規
制
は
广
財
產
權
と
契
約
を
保
護
し 

或
は
商
業
•
農
業
及
び
抽
出
產
業
を
促
進
す
る
が
如
き
場
合
に
の
み
正
當
.
 

で
あ
る
と
考
へ
る
樣
，に
な
つ
た
ら
し
い
。

獨
立
後
の
ジ
ョ
ー
ジ
ァ
の
中
心
問
題
は
土
地
政
策
及
び
其
に
伴
ふ
移
民 

の
樊
勵
と
.ィ
ン
デ
ィ
ァ
ン
の
取
扱
、
其
に
次
い
で
金
融
問
.題
で
あ
る
。
獨 

立
後
は
ジ
ョ
ー
ジ
ァ
は
ィ
ギ
リ
ス
の
法
制
を
.そ
の
ま
S
受
繼
い
で
ゐ
.る 

が
、
變
化
は
土
地
政
策
に
現
れ
た
。

一
八
世
紀
末
葉
に
現
れ
.た
土
地
投
機 

は
商
人
や
小
農
の
.喜
ぶ
所
で
は
な
か
.っ
た
。

一
‘七
九
五
年
の
ャ
ズ
ー
不
正 

事
件
を
賢
機
と
し
セ
商
人
及
び
小
農
は
土
地
投
機
業
者
の
活
動
を
抑
制
す 

る
方
向
に
動
い
た
が
、
州
の
中
心
が
西
部
に
移
動
す
る
に
っ
れ
て
、
'そ
こ

書

評

，
及

，
び

紹

介

：

で
商
業
的
目
的
か
ら
煙
草
の
生
庳
と
輸
出
が
企
て
ら
れ
、
必
要
な
規
制
手 

段
が
立
法
通
•過
し
た
。
木
林

.
'麥
粉•

家
畜•
棉
花
其
他
に
っ
い
て
も
同 

様
で
あ
る
。
其
等
の
規
制
.は
獨
.占
■や
賈
占
等
の
中
世
以
來
の
傳
統
的
禁
止 

に
做
っ
て
.州
內
及
び
⑽

㈣
と
の
商
業
の
發
展
を
獎
勵
せ
ん
と
す
る
も
の
で 

'あ
る
.が
、
第
二
次
■英
米
戰
爭
後
に
.は
殆
.ん
ど
無
效
と
な
.っ
て
ゐ
た
。

出
港
停
止
令
は
棉
花
價
格
を
下
落
さ
せ
、
農
民
•
プ
ラ
ン
タ
ー
は
商
人 

に
對
し
多
く
の
.債
務
を
負
っ
た
。

一
八
0
八
年
に
は
質
物
受
戾
權
喪
失
を 

妨
げ
る
法
律
が
商
人
の
烈
し
い
非
難
の
裡
に
通
過
し
た
。

一

叭
一
四
年
の 

法
律
は
知
事
に
拒
否
さ
れ
た
が
、
そ
の
理
由
は
其
が
、
第

一

に
契
約
の
義 

務
.を
害
す
る
の
.み
な
ら
ず
、
憲
法
違
反
で
.あ
る
事
、
第
.ニ
に
は
賢
明
で
も 

得
策
で
も
な
い
と
し
、
債
務
者
は
.債
務
を
返
濟
すY

-

き
で
ぁ
り
、
國
家
が 

科
的
契
約
.に
.容
嘴
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
ぅ

に
.あ
.っ
た
。
翌
年
早
々
ォ
ー 

ガ
ス
タ
の
上
級
裁
判
所
は
之
を
憲
法
違
反
と
判
決
し
た
。
之
は
同
法
支
持 

者
か
_ら
烈
し
い
批
判
を
受
け
た
が
赭
局
駿
棄
さ
れ
た
。
.銀
行
は

一

八
一

〇 

年
以
來
導
入
さ
れ
た
が
、
ど
，の
知
事
も
、
又
富
裕
な
ブ
ラ
シ
タ
I
及
び
小 

農
民
を
含
む
內
陸
農
業
人
ロ
も
之
に
對
し
て
好
意
を
も
.た
ず
、
敵
意
さ
へ 

も
っ
た
。
そ
の
信
用
と
銀
行
券
は
西
部
及
び
南
西
部
の
奧
地
に
迄
流
通
し 

た
が
、
銀
行
か
ら
利
益
を
受
け
'た
の
は
都
市
の
'商
人
の
み
で
あ
っ
た
。
銀 

行
.は
ジ
ョ
I
ジ
ア
の
外
部
に
あ
る
大
商
業
#
.の
必
毁
な
.附
屬
物
で
あ
っ
て 

ジ
ョ
I
ジ
ア
は
港
と
都
市
に
於
て
の
み
其
と
接
觸
し
得
る
と
.
考
へ
ら
れ 

た
。
獨
立
後
ジ
ョー

ジ
ア
の
.農
業
は
次
第
に
商
業
と
並
ぶ
位
氍
に
迄
上
昇 

し
た
？
奧
地
農
民
は
市
場
と
全
く
接
觸
す
る
事
を
好
ま
ず
、
サ
ヴ
ァ
ン
ナ 

の
獨
占
的
地
位
を
疑
惑
の
.眼
で
見
た
。
事
實
サ
ヴ
ァ
ン
ナ
の
特
許
狀
に
は 

商
港
と
し
て
の
廣
い
權
限
が
與
へ
ら
れ
て
、ゐ
た
ゾ 

上

第
一

一
次
英
米
戰
爭
の
終
了
か
ら
一

八
一
一
.八
年
迄
は
ジ
日
1

ジ
ア
で

殆
ん 

.ど
純
粹
に
レ
.■'セ
.■
フ
エ
.ア
の
.行
は
.れ
た
、時
期
■で
あ
る
。
中
部
ジ
3
|
ジ
ア 

の
^
<ブ
ラ
ン
タ
ー
、
大
商
人
及
び
私
，立
銀
行
は
か
、
る
政
策
に
ょ
っ
て
繁 

榮
し
、
そ
の
支
持
者
と
な
つ
た
。
彼
等
は
州
政
府
の
統
制
の
失
は
れ
稅
の

'

六

九
ハ

ー

ー

ー

ー

ー

ー

七

〕



三，
田學會
雜
誌
第
四
十
八
卷
第
四
號
：

'

增
大
す
る
事
を
恐
.れ
た
。
.彼
等
は
.自
己
が
社

.#
の
.利
益
.に
な
っ
て
ゐ
る
事 

を
確
認
し
、
又
其
が
レ
セ
•
"フ
工
ァ
の
社
.會
に
於
て
の
み
可
能
.で
，あ
る
■と 

考
へ
て
ゐ
た
。
併
レ
他
方
.西
‘部
社
會
、
.小
農
民
及
び
職
人
、
若
干
：.の
商
.！！ 

中
心
地
は
か
、
る
政
策
■に
よ
る
被
害
者
で
：あ
っ
た
。
.土
地
：‘
資
本
•
信
用 

及
び
輸
送
の
.面
で
不
游
，を
感
じ
て
'ゐ
た
彼
等
は
州
'が
市
民
の
：經
濟
生
活
の 

發
展
の
爲
に
も
っ
と
活
潑
に
働
く
べ
き
だ
と
，
し
.て
、州
に
.援
助
を
求
め
た
。
 

.
而
し
.て
之
に
.反
對
す
る
.プ
ラ
.

.V.

タ
!
と
の
間
に
次
第
.に
階
級
的
對
立
が
深 

ま
っ
て
行
っ
た
0
彼
等
は
農
業
が
州
の
，中
心
と
な
る
に
っ
れ
て
、
農
業
の 

發
M
に

役

立

ぬ

商

業

.
は

ジ

ョ
I
ジ
ァ
に
は
居
る
べ
き
餘
地
が
.な
.い
と
じ
、
 

農
業
と
商
業
の
關
保
は
、
.商
業
の
支
配
す
る
農
業
.か
ら
農
業
の
支
配
す
る 

:

商
業
へ
と
次
第
に
變
.る
べ
き
も
の
と
し
て
ゐ
る
。1

八
ニ
八
年
の「

中
央
.
 

.銀
行
法」

は
f

論
爭
の
中
心
と
な
っ
た
。
'
'
'

.

.國
家
主
權
主
義
七
レ
セ
.
フ
テ
ァ
と
の
對
立
は
次
第
に
-激
化

し

.た.0

.一
 

八
三
六
年
州
政
府
に
よ
る

V-
3
げd>W

e
s
t
e
r
n
!

 a
n
d

 Atlantic IRailroad 

の
建
設
が
成
功
し
、
そ
の
餘
剩
收
益
は「

セ
シ
，ト
ラ
ル
.
バ
ン
ク」

：
に
送 

ら
れ
た
爲
、
...貸
出
利
串
を
一
般
よ
り
低
く
な
っ
た
。

一
八
三
七
年
の
^
慌 

は
商
人
.
鹰
民

.
銀
行
を
脅
か
'し
た
。r

セ
ン
'ト
ラ
ル
•バ
ン
ク」

.
を
：通
じ 

て
貸
出
す
爲
.に
ニ 

r 
•

ョ

丨
ク
か
ら
借
金
ル
た
爲
、
該
銀
行
は
.發
券
.銀 

行
と
化
し
、
事
態
は
益
々
惡
化
し
た
。
こ
、
に
ゥ
ィ
ッ
グ
黨
は
民
主
黨
と
'
 

烈
し
く
對
立
す
る
に
至
っ
た
。
鐵
道
問
題
の
論
爭
は
链
々
溆
し
く
な
っ 

た
。
併
し
五
.
0年
代
の
國
家
主
攛
主
義
論
爭
は
私
立
.銀
行
.
鐵
道
の
獨
占 

に
對
..す
る
反
對
上
な
っ
て
燃
上
っ
た
。
サ
.ム
タ
ー
要
塞
の
陷
落
は
こ
の
新 

な

論

爭

を

，
突

然

終

ら

せ

た

。

 

■

ハ

ミ

ル

ト

ン

• 

S 
.
ヒ
f
ス)

. 

■ 

'_/

X 

X 

X 

X 

X

X

X

 

X

右
の
諸
論
文
は
一
九
四
五
年
九
月
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
學
で
開
か
れ
た
第 

三
.囘
經
濟
史
學
會
大
會
で
發
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
後
進
國
の
近
代
化 

.過
程
に
於
け
る「

自
由」

乃

至「

自
由
放
任
主
義」

の
も
つ
意
義
に
つ
い

'
 

七

〇

(

三
三
八)

て
は
小
体
昇
氏
、
張
漢

裕

氏

及

.び

大

塚

久

.
雄
氏
等
の
硏
究
に
ょ
り
.一
應
の 

•m
透
レ
が
得
ら
れ
て
ゐ

る

。
卽
ち
封
建
め
罾
カ
と
結
合
し
た
海
港
諸
都
市 

の
前
期
的
.•仲
介
貿
易
資
本
の「

自
由
主
義」

.は
、

產
業
贅
本
の
自
由
放 

任
論
と
し
て
の
固
.有
の
意
義
を
失
っ
た
、
工
業
主
義
に
對
'立
し
た
商
業
主 

義
で
あ
り
、
：轉
用
さ
れ
た
似
而
非「

自
由
主
義」

•
ス
ミ
ス
の
瓿
流
で
あ 

る
'0
.そ
し
て
具
體
的
に
は
ド
イ
ツ
'
 

•
マ
ン
：チ
ェ
ス
タ
ー
派
及
び
ァ
メ
リ
ヵ 

南
部
の
棉
花
栽
培
業
者
、-1

,ュ：

I.

,
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
輸
入
業
港
及
び
海 

運
業
者
の
自
出
貿
易
論(

そ
の
代
辯
者
は
トー

マ
ス
.
ク
I
パ
ー)

が
興 

で
知
っ
た
。
從
っ
て
彼
等
の
：

「

自
曲
放
任
論」

は
國
民
的
生
產
ヵ
の
展
開 

.と
い
ふ
觀
點
か
ら
見
れ
ば
阻
止
.的
な
役
割
を
も
っ
。- 

-

探
以
上
の
前
提
に
立
っ
て
右
.の
諸
論
文
を
檢
討
す
れ
ば
、
こ
こ
に1

K

ふ 

',

「

レ
セ
•
フ
'夂
ァ」

椴
念
の
非
歷
史
性
.
無
槪
念
性
は
明
白
で
あ
る
。
例 

へ
ば
へ
ン
リ：

ッ
チ
の
.I'

に

於

け

る

H
國
際
貿
易
の
自
由

㈣
投
機
の
自 

由

は

明

に1
：

職
業
選
擇
の
..自
由
と
對
立
す
る
性
質
の
自
甶
で
あ
る
。
英 

工
業
製
品
を
輸
入
氾
濫
さ
せ
ァ
メ
リ
ヵ
產
業
資
本
を
そ
の
波
に
溺
れ
去
ら 

.し
め
ん
と
し
、
對
價
と
1
て
南
部
の
.プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
生
產
物
を
輸
出 

し
：、
夂
奴
隸
を
供
給
し
そ
の
膏
血
の
上
に
蓄
橫
を
重
ね
た
海

港
商
業
資 

求
、
.農
民
等
の
犠
牲
の
上
に
立
っ
た
公
債
•
土
地
投
機
業
者
の
自
由
。
之 

に
.對
す
る
職
業
.選
擇
の
自
由
、：
三

で
ハ
ー
ツ
が
指
摘
し
で
ゐ

る

職
業
倫

'理
.-
ゥ
.工
ー
バ
ー
の
著
名
な
テ
ー
ゼ
を
想
起
さ
れ
た
い
-

-

-

-

-は

「

資
本

.

主
義
の
精
神」

で
.：あ
る
事
は
疑
ふ
餘
地
が
な
い
。
■但
し
こ
こ
で
取
上
げ
ら 

れ
て
ゐ
る
時
代
は
.「

中
產
的
生
產
者
層」

.か
ら
そ
の
漸
く
兩
極
に
分
解
す 

必
段
階
迄
に
瓦
る
が
故
に
、
觀
念
形
態
に
於
て
も
新
教
的
職
業
倫
理
か
ら 

，一
八
八
〇
年
代
の
產
業
資
本
の
展
開
に
ょ
る
本
來
の
意
味
の
レ
セ
•
フ
ェ 

ァ
に
至
る
諸
形
態
を
含
む
わ
け
で
.あ
る
。
併
し
其
等
は
共
に
產
業
資
本
の 

展
開
と
結
び
っ
け
て
理
解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
兩
者
の
關
係
.
 

は
ゥK 

I
バ
，.丨
的
表
現
.を
以
て
す
れ
ば
.

「

ニ
っ
の
資
本
主
義
的
行
動
の
對 

立j

と
一K
へ
よ
う
。
限
ら
れ
た
.紙
數
の
關
保
上
、
各
論
文
を
細
部
に
直
っ
て

論
評
す
る
事
は
許
さ
れ
な
い
が
、「

政
府
の
經
濟
に
干
渉
す
る
を
，禁J

ず
_
 

と1
K

ひ
、「

政
府
の
補
助」

と
一K

ひ
、「

規
制」

と
云
ひ
、
歷
史
的
規
定
を 

嚴
密
.に
'せ
ず
し
て
は
、混
亂
を
蜇
ね
る
の
み
で
あ
る
事
を
指
摘
し
て
お
く
。
 

工
業
主
蕤
對
商
業
主
義
、
保
靆
主
義
對
自
由
貴
易
主
義
、
或
は
地
.方
市
場 

對
地
方

.際

市

場

(

遠
隔
地
市
場)

、農
民
的
貨t

經
濟
對
領
主•

商
人
的 

貨
幣
經
濟
等
々
.の
經
濟
思
想
史
乃
至
經
濟
史
學
.の
近
時
の
方
法
を
思
ひ
あ 

は
す
時
、
右
の
諸
論
文
は
誠
に
盡
き
ぬ
興
味
を
與
ベ
る
も
の
と
云
へ
ょ
ぅ
。

.
 

.

.

(

.中

村

勝

己

)

'ジ
ョ
ル
ジ
ュ
•
コ

ニ

オ

•
 

.

『

新
經
濟
學
敎
科
書
に
寄
せ
て

』
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 N
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i
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<3
>
ct
-polit

ique, 

October, 

1
9ol
4
,
^
>
,
00—

1
6
,

所
謂
ス
'タ
ー
リ
ン
論
文「

ソ
同
盟
に
お
け
る
社
會
主
義
の
經
濟
的
諸
問 

題」

以
來
、
そ
の
完
成
を
期
待
さ
れ
て
.い
たr

經
濟
學
教
科
書」

A
n
o
p
」 

H

T

H

-rt
>

C

K
3a
CUK

O
H

O
M

H
J

I

 

y
£a

6o \
H

s

K
 

>

 

が
、

一
 

九
五
四
.̂九
月
半 

'ば
に
モ
ス
ク
ヮ
の
國
立
政
治
圖
書
出
版
局
ょ
り
刊
行
さ
れ
た
。

.
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
も
と
づ
く

「

寒

主

義
.

社
會
主
義
.

人
民
民
主
主 

義
の
す
べ
て
の
經
濟
制
度
に
通
ず
る
世
界
最
初
の
綜
合
的
な
琿
論
鯉
濟 

學」

、「

現
ソ
同
盟
の
經
濟
學
界
か
ら
期
待
出
來
る
最
高
水
準
の
勞
作」

'と. 

呼
ば
れ
る
本
書
は
、
■一
 

九
五
一
年
十
一
月
：に
召
集
さ
.れ
た
經
濟
學
討
論
會 

に
は
じ
ま
る
數
.苗
名
の
學
者
の
射
議
を
經
、
オ
ス
ト
ロ
 

■ヴ
ィ
チ
ヤ
ノ
フ

他 

九
名
の
第
-一
線
經
濟
學
者
達
に
ょ
っ
..て
完
成
さ
れ
た
.も
の
で
あ
ろ
て
、
獨 

古
資
本
主
義
段
階
に
お
け
る
某
；本
的
經
濟
法
則
に
っ
い
て
劃
^
め
な
解
明
.
 

を
與
ぇ
た
前
期
ス
タ
I

リ
ブ

論
文
が
、
こ
の
草
案
の
批
判
と
討
論
を
め
ぐ
. 

つ
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

今
更
い
ぅ
ま
で
も
な
い
。

•

書
評
及
.び
.紹
介

す
で
に
プ

ラ
ゥ
ダ
紙
十
月
八
日
號
、
ィ
ズ
ヴ

ェ
ス
チ
ャ

紙
十
月
一
日
號 

ト
ル

I
ド
紙
十
月
十

.六
日

.號
、「

經
濟
學
の
諸
問
題

」
(

ソ
同
盟
科
學
ァ
力 

デ
ミ

，
ャ

經
濟
硏
究
所
機
關
誌

> 
十
月
號
に
そ
の
意
義
と
內
容
を
宣
明
し
た 

論
文
が
掲
載
さ
れ
原
.始
共
同
體
よ
り
は
じ
ま
る
各
生
產
樣
式
の
發
展
が
合 

法
則
性
に
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
ヒ

.と
を
系
統
化
し
た
點
を
强
詞
し

.て
い
る
。

我
が
國
に
お
い
て
も
本
書
は
た
だ
ち
に
日
本
語
譯
に
着
手
さ
れ
、
本
年 

三
月
に
は
合
同
出
版
社
か
ら
第
一
分
册
が
發
行
さ
れ

る

運
び
と
な
っ
て
い 

る
。
更
に
中
央
公
論
ニ

'月
號
で
は
特
別
附
錄
と
し

'て
、
目
次
、
細
目
の
他 

堀
江
邑
ー

'氏
の
解
說
と
、
同
氏
に
よ
る

「

資
本
主
義
の
全
般
的
危
機

」

ハ
第 

二
部
第
二
〇
章)

「

第
一
一
次
世
界
戰
爭
後
の
資
本
主
義
の
全
般
的
危
櫸
の 

深
.化」

(

同
第
二
一 
章)

の
全
譯
、'

「

經
濟
學
は
何
を
教
え
る
か

」
(

「

結 

論」

の
部
分
譯)

を
っ
け
、
又
經
濟
評
論
二
月
號
は
學
會
展
望
攔
に
本
書 

の
解
說
と
目
次
及
び
前
記
の

.

「

經
濟
學
の
諸
問
題

」

誌
の
卷
頭
論
文
を
譯 

出
し
て
の
せ
て
い
る
。

(

プ
ラ
ゥ
ダ
紙
の
は
前
衞

.一
月
號
に
掲
載

)

。

一

橋 

大
學
のr

經
濟
研
究r

第

.六
卷
第
ー
號
に
も
野
々
村
一
雄
.氏
が
若
干
ふ
れ 

て
い
ら
れ

.る
が
、

.次
號(

四
月

'ー
日
發
行
豫
定

)

で
は
岡
稔
氏
が
書
評
を 

こ
こ
ろ
み
ら
れ
る
箬
で
あ
る
。

.こ
こ
■に
紹
介
し

よ

ぅ

と

■す
る
の
は
、
ジ
ャ
ン
、
バ
ビ

~

編
輯
に
な
る 

E
c
o
n
o
m
i
e

 ©t P
o
l
i
t
i
q
u
e

誌
昨
年
十
月

號
に
の
せ
ら
れ
た
本
書
の
フ 

-ラ
ン
ス
.學
會
に
お
.け
.る
反
響
で
あ
る
。

欲

^

※

筆
者
ジ
ョ

ル
ジ

ユ

•
コー

一
オ
は
、
從
來
の
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ル
キ
シ
ズ

ム 

に
も
と
づ

く
理
論
と
■、
實
跷
の
た
て
方
に
對
す
る
、根
本
的
な
反
省
と
い
ぅ 

形
で
本
書
に
取
組
.む
。
日
く「

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の

偉
大
な
古
典
の
卒
凡
な 

サ
マ
ラ
ィ

ズ
.と
單
.一

化」

、.「

〃
パ
ィ
ブ
ル
"
の

機
械
的
反
覆」

、.「

形
式
的
な 

古
典
の
引
用
と
，圖
式
化」

「

袖
象
的
众
議
論
と
講
義」

.な
ど
に
あ
ら
わ
れ 

る
數
多
い
.マ
ル
キ
ス
ト
の
學
問
的
態
度
は
、
こ
のm

a
n
u
e
l

の「

眞
に

科
學
的
な
方
法」

に
と
っ
て
代
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
1'
。
た
と
え
ば
平
均
利

f
;
.
.
.

' 

- 

-
.

七
.一

(

三
三
九)


